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砂
川
事
件
最
高
裁
判
決
に
お
け
る
我
が
国
の
司
法
権
の
独
立
に
関
す
る
質
問
主
意
書

米
軍
立
川
基
地
（
当
時
）
の
拡
張
に
反
対
す
る
住
民
等
が
基
地
内
に
侵
入
し
た
い
わ
ゆ
る
「
砂
川
事
件
」
で
、
一
九
五
九
年

三
月
三
〇
日
、
一
審
の
東
京
地
方
裁
判
所
（
伊
達
秋
雄
裁
判
長
）
は
基
地
の
存
在
を
違
憲
と
し
無
罪
と
し
た
が
、
一
二
月
一
六

日
の
最
高
裁
判
所
大
法
廷
（
田
中
耕
太
郎
裁
判
長
）
は
こ
れ
を
破
棄
し
、
合
憲
判
断
を
下
し
た
。

報
道
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
裁
判
の
間
に
、
当
時
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
が
藤
山
愛
一
郎
外
相
、
福
田
赳
夫
自
民

党
幹
事
長
、
上
告
審
の
担
当
裁
判
長
で
あ
る
田
中
耕
太
郎
最
高
裁
判
所
長
官
と
会
っ
て
お
り
、
事
件
に
か
か
わ
る
発
言
を
得
て

い
た
こ
と
を
示
す
文
書
が
、
米
国
立
公
文
書
館
で
見
つ
か
っ
た
。
文
書
は
、
一
九
五
九
年
三
月
三
一
日
か
ら
四
月
二
四
日
に
駐

日
米
大
使
か
ら
国
務
長
官
に
あ
て
た
電
報
で
あ
る
。

文
書
に
よ
れ
ば
、
話
さ
れ
た
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
受
信
時
間
は
日
本
時
間
に
統
一
し
た
。

■
電
報
番
号
一
九
六
九
・
一
九
五
九
年
三
月
三
一
日
午
後
二
時
一
七
分
受
信＝

「
今
朝
八
時
に
藤
山
と
会
い
、
米
軍
の
駐
留

と
基
地
を
日
本
国
憲
法
違
反
と
し
た
東
京
地
裁
判
決
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
私
は
、
日
本
政
府
が
迅
速
な
行
動
を
と
り
東
京

地
裁
判
決
を
正
す
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。
私
は
こ
の
判
決
が
、
藤
山
が
重
視
し
て
い
る
安
保
条
約
に
つ
い
て
の
協
議
に

複
雑
さ
を
生
み
出
す
だ
け
で
な
く
、
四
月
二
三
日
の
東
京
、
大
阪
、
北
海
道
そ
の
他
で
の
き
わ
め
て
重
要
な
知
事
選
挙
を
前
に

一



し
た
こ
の
重
大
な
時
期
に
大
衆
の
気
持
ち
に
混
乱
を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
と
の
見
解
を
表
明
し
た
。

私
は
、
日
本
の
法
律
体
系
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
も
の
の
、
日
本
政
府
が
と
り
得
る
方
策
は
二
つ
あ
る
と
理
解
し
て
い
る

と
述
べ
た
。

一

東
京
地
裁
判
決
を
上
級
裁
判
所
に
上
訴
す
る
こ
と
。

二

同
判
決
を
最
高
裁
に
直
接
、
上
告
す
る
こ
と
。

私
は
、
も
し
自
分
の
理
解
が
正
し
い
な
ら
、
日
本
政
府
が
直
接
、
最
高
裁
に
上
告
す
る
こ
と
が
非
常
に
重
要
だ
と
個
人
的
に

は
感
じ
て
い
る
、
そ
れ
は
社
会
党
や
左
翼
勢
力
が
上
級
裁
判
所
の
判
決
を
最
終
の
も
の
と
受
け
入
れ
る
こ
と
は
な
く
、
上
告
法

廷
へ
の
訴
え
は
最
高
裁
が
最
終
判
断
を
示
す
ま
で
論
議
の
時
間
を
長
引
か
せ
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
左

翼
勢
力
や
中
立
主
義
者
ら
を
益
す
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。

藤
山
は
全
面
的
に
同
意
す
る
と
述
べ
た
。
完
全
に
確
実
と
は
言
え
な
い
が
、
藤
山
は
日
本
政
府
当
局
が
最
高
裁
に
跳
躍
上
告

で
き
る
は
ず
だ
と
の
考
え
で
あ
っ
た
。
藤
山
は
、
今
朝
九
時
に
開
催
さ
れ
る
閣
議
で
こ
の
行
為
を
承
認
す
る
よ
う
に
勧
め
た
い

と
語
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
」

■
電
報
番
号
一
九
八
二
・
一
九
五
九
年
四
月
一
日
午
後
八
時
二
六
分
受
信＝

「
藤
山
が
本
日
、
内
密
に
会
い
た
い
と
言
っ
て

二



き
た
。
藤
山
は
、
日
本
政
府
が
憲
法
解
釈
に
完
全
な
確
信
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
こ
れ
ま
で
の
数
多
く
の
判
決
に
よ
っ

て
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
砂
川
事
件
が
上
訴
さ
れ
る
際
も
維
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
、
ア
メ
リ
カ
政
府
に
知
っ
て

も
ら
い
た
い
と
述
べ
た
。
法
務
省
は
目
下
、
高
裁
を
飛
び
越
し
て
最
高
裁
に
跳
躍
上
告
す
る
方
法
と
措
置
に
つ
い
て
検
討
中
で

あ
る
。
最
高
裁
に
は
三
〇
〇
〇
件
を
超
え
る
係
争
中
の
案
件
が
か
か
っ
て
い
る
が
、
最
高
裁
は
本
事
件
に
優
先
権
を
与
え
る
で

あ
ろ
う
こ
と
を
政
府
は
信
じ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
藤
山
が
述
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
現
在
の
推
測
で
は
、
最
高
裁
が
優
先

的
考
慮
を
払
っ
た
と
し
て
も
、
最
終
判
決
を
く
だ
す
ま
で
に
は
ま
だ
三
カ
月
な
い
し
四
カ
月
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

（
略
）
こ
の
会
談
の
開
催
に
つ
い
て
最
終
決
定
を
く
だ
す
前
に
、
藤
山
は
明
朝
、
福
田
と
船
田
と
相
談
し
、
事
前
公
表
予
定
の

明
日
の
会
談
が
、
自
民
党
に
と
っ
て
も
世
論
に
と
っ
て
も
有
意
義
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
予
定
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
」

■
電
報
番
号
二
〇
〇
一
・
一
九
五
九
年
四
月
三
日
午
後
三
時
二
六
分
受
信＝

「
自
民
党
の
福
田
幹
事
長
は
私
に
、
内
閣
と
自

民
党
が
今
朝
、
日
本
に
お
け
る
米
軍
基
地
と
米
軍
駐
留
に
関
す
る
東
京
地
裁
判
決
を
、
政
府
は
最
高
裁
に
直
接
上
告
す
る
こ
と

に
決
定
し
た
と
語
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
」

■
電
報
番
号
二
二
〇
〇
・
一
九
五
九
年
四
月
二
四
日
午
後
三
時
五
五
分
受
信＝
「
（
略
）
内
密
の
話
し
合
い
で
担
当
裁
判
長

三



の
田
中
は
大
使
に
、
本
件
に
は
優
先
権
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
の
手
続
き
で
は
審
議
が
始
ま
っ
た
あ
と
、
決
定
に
到
達

す
る
ま
で
に
少
な
く
と
も
数
カ
月
か
か
る
と
語
っ
た
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
」

砂
川
事
件
を
め
ぐ
る
審
議
は
、
日
米
安
保
条
約
改
定
に
向
け
た
両
政
府
間
の
協
議
と
同
時
進
行
で
行
わ
れ
て
い
る
。
一
審
判

決
が
一
九
五
九
年
三
月
三
〇
日
、
跳
躍
上
告
に
よ
る
最
高
裁
判
決
が
同
年
の
一
二
月
一
六
日
、
安
保
条
約
改
定
の
署
名
が
行
わ

れ
た
の
が
一
九
六
〇
年
一
月
一
九
日
。
検
察
官
が
東
京
高
裁
に
上
告
し
て
い
れ
ば
、
最
高
裁
判
決
が
年
内
に
行
わ
れ
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

閣
議
の
一
時
間
前
に
駐
米
大
使
が
外
務
大
臣
に
面
会
す
る
こ
と
、
ま
た
駐
米
大
使
の
意
を
受
け
て
外
務
大
臣
が
跳
躍
上
告
を

主
張
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
異
例
な
事
態
で
あ
る
。
駐
米
大
使
が
「
日
本
政
府
が
迅
速
な
行
動
を
と
り
東
京
地
裁
判
決
を
正
す

こ
と
の
重
要
性
を
強
調
」
し
、
本
来
上
告
を
決
め
る
立
場
に
な
い
日
本
の
外
務
大
臣
が
政
治
的
に
介
入
す
る
こ
と
は
、
司
法
権

の
独
立
を
脅
か
す
こ
と
で
あ
り
許
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
本
件
の
事
実
関
係
を
た
だ
す
と
と
も
に
、
政
府
の
基
本
的
見
解
を

明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

従
っ
て
、
以
下
質
問
す
る
。

一

《
電
報
番
号
一
九
六
九
》
に
つ
い
て

四



�

一
九
五
九
年
三
月
三
一
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
（
当
時
）
と
藤
山
愛
一
郎
外
相
（
当
時
）
が
面
会
し
た
こ
と

は
事
実
か
。
事
実
で
あ
れ
ば
、
面
会
を
持
ち
か
け
た
の
は
ど
ち
ら
か
。

�

同
日
の
面
会
に
お
い
て
、
藤
山
外
相
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
よ
り
「
日
本
政
府
が
直
接
、
最
高
裁
に
上
告
す
る

こ
と
が
非
常
に
重
要
だ
」
と
い
う
意
向
を
示
さ
れ
た
の
は
事
実
か
。

�

同
日
の
面
会
に
お
い
て
、
藤
山
外
相
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
に
対
し
「
全
面
的
に
同
意
す
る
」
と
述
べ
た
の
は

事
実
か
。

�

同
日
の
面
会
に
お
い
て
、
藤
山
外
相
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
に
対
し
「
今
朝
九
時
に
開
催
さ
れ
る
閣
議
で
こ
の

行
為
を
承
認
す
る
よ
う
に
勧
め
た
い
」
と
述
べ
た
の
は
事
実
か
。

�

国
務
大
臣
が
他
国
の
外
交
担
当
者
に
対
し
、
閣
議
に
関
わ
る
情
報
を
事
前
に
明
か
す
こ
と
は
情
報
漏
え
い
に
相
当
す
る

か
。
日
本
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

�

跳
躍
上
告
に
つ
い
て
、
同
日
の
閣
議
で
「
承
認
」
を
得
た
の
は
事
実
か
。
閣
議
決
定
の
具
体
的
な
内
容
を
示
さ
れ
た

い
。

�

検
察
独
立
の
原
則
に
従
え
ば
、
上
訴
を
決
め
る
権
限
は
検
察
官
に
あ
る
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
政
府
の
見
解
を

五



示
さ
れ
た
い
。

�

政
府
が
跳
躍
上
告
を
閣
議
決
定
す
る
の
は
、
行
政
権
に
よ
る
司
法
権
へ
の
侵
害
で
あ
り
、
憲
法
違
反
と
考
え
る
が
い
か

が
か
。
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

本
件
に
お
い
て
、
我
が
国
の
司
法
判
断
に
対
し
他
国
政
府
が
干
渉
を
加
え
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府
は
遺
憾
で
あ
る
と

考
え
る
か
。
ま
た
抗
議
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

��

今
後
、
我
が
国
の
司
法
判
断
に
対
し
他
国
政
府
か
ら
干
渉
を
加
え
ら
れ
た
場
合
、
政
府
は
遺
憾
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

ま
た
抗
議
す
べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

��

日
本
に
お
け
る
他
の
裁
判
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
米
政
府
・
米
軍
か
ら
日
本
政
府
・
防
衛
省
（
庁
）
・
外
務
省
に
対

し
何
ら
か
の
問
い
合
わ
せ
・
事
実
確
認
・
要
請
・
見
解
表
明
が
あ
っ
た
か
。
政
府
が
把
握
し
て
い
る
も
の
を
す
べ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
い
。

��

日
本
に
お
け
る
他
の
裁
判
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
日
本
政
府
・
防
衛
省
（
庁
）
・
外
務
省
か
ら
米
政
府
・
米
軍
に
対

し
何
ら
か
の
資
料
提
出
・
事
情
説
明
・
約
定
・
見
解
表
明
を
し
た
こ
と
は
あ
る
か
。
政
府
が
把
握
し
て
い
る
も
の
を
す
べ

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

六



二

《
電
報
番
号
一
九
八
二
》
に
つ
い
て

�

一
九
五
九
年
四
月
一
日
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
と
藤
山
外
相
が
面
会
し
た
こ
と
は
事
実
か
。
事
実
で
あ
れ
ば
、

面
会
を
持
ち
か
け
た
の
は
藤
山
外
相
で
間
違
い
な
い
か
。

�

藤
山
外
相
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
に
対
し
「
現
在
の
推
測
で
は
、
最
高
裁
が
優
先
的
考
慮
を
払
っ
た
と
し
て

も
、
最
終
判
決
を
く
だ
す
ま
で
に
は
ま
だ
三
カ
月
な
い
し
四
カ
月
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
の
は
事
実
か
。

�

事
実
で
あ
れ
ば
、
藤
山
外
相
は
、
「
三
カ
月
な
い
し
四
カ
月
」
で
裁
判
結
果
が
出
さ
れ
る
と
米
側
に
伝
え
た
こ
と
に
な

る
が
、
藤
山
外
相
が
裁
判
結
果
の
出
さ
れ
る
期
日
を
特
定
し
た
根
拠
は
何
か
。

�

事
実
で
あ
れ
ば
、
政
府
に
よ
る
司
法
へ
の
干
渉
に
つ
な
が
り
、
司
法
権
の
独
立
を
侵
す
こ
と
に
な
ら
な
い
か
。
政
府
の

見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

《
電
報
番
号
二
〇
〇
一
》
に
つ
い
て

福
田
総
理
大
臣
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
と
自
民
党
・
福
田
赳
夫
幹
事
長
（
当
時
）
が
面
会
し
て
い
た
事
実
を
承

知
し
て
い
る
か
。

四

《
電
報
番
号
二
二
〇
〇
》
に
つ
い
て

七



�

福
田
総
理
大
臣
は
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
駐
日
米
大
使
と
田
中
耕
太
郎
最
高
裁
判
所
長
官
（
当
時
）
が
面
会
し
て
い
た
事
実

を
承
知
し
て
い
る
か
。

�

本
件
に
お
い
て
、
最
高
裁
判
所
長
官
が
、
他
国
政
府
に
対
し
、
司
法
判
断
す
る
期
限
を
示
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
政
府

は
遺
憾
で
あ
る
と
考
え
る
か
。

右
質
問
す
る
。

八


